
規約例（参考） 

 

        規約 

 

 第１章 総 則 

 

 （目的） 

第１条 この規約は、牧之原市   地区に世帯を有し、その世帯を構成するすべての個

人が、互譲の精神を持ち、協力し合って自主的な地域活動を進めることにより、良好な

地域社会を築くとともに、地域環境の保全と地域福祉の向上に資することを目的とする。 

 

 （名称） 

第２条 この会の名称は、   町内会とする。 

 

 （区域） 

第３条 この会の区域は、牧之原市   地区の全域とする。 

 

 （事業） 

第４条 この会は、第１条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。 

 （１） 構成者全員に関する親睦の推進及び教養の向上に関すること。 

 （２） 区域内に共通する生活及び福祉の向上に関すること。 

 （３） 区域内の環境の保全及び衛生の維持に関すること。 

 （４） 区域内の防災及び安全に関すること。 

 （５） 区域内に存する伝統文化及び歴史的遺産の継承及び保全に関すること。 

 （６） 区域が属する   区及び牧之原市への協力に関すること。 

 （７） 地方自治法に定める｢地縁による団体｣として必要な事業。 

 （８） 前各号に定めるもののほか、目的達成のために必要な事業。 

 

 （事務所の所在地） 

第５条 この会の事務所の位置を、次のとおり定める。 

 牧之原市          

 

 第２章 会 員 

 

 （会員） 

第６条 この会は、第３条に定める区域内に世帯を有し、その世帯を構成するすべての個

人をもって組織する。 

 

 （会費） 

第７条 会費は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 



 （入会） 

第８条 第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、  に

定める入会申込みを会長に提出しなければならない。 

２ 本会は前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれをこばんではな

らない。 

 

 （退会等） 

第９条 会員が次の各号の１に該当する場合には退会したものとする。 

 （１） 第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。 

 （２） 本人により  定める退会届が会長に提出された場合。 

２ 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

 

 第３章 役 員 

 

 （代表者） 

第１０条 この会の代表者として、会長を１名を置く。 

２ 会長の任期は、２年とする。ただし、補欠の会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 会長は、会務を統括し、｢地縁による団体｣の代表権を持つ。 

４ 会長の選出は、立候補又は推薦により、複数の立候補又は推薦がある場合は、総会に

おける投票により決定する。 

５ 会長が、転移若しくは転出により第６条の資格を喪失したとき又は長期にわたる病気

療養等によりその職務を遂行できない状態になったときは、新たに会長を選出しなけれ

ばならない。 

 

 （役員） 

第１１条 この会に、次の役員を置き、この定員についてはそれぞれ各号に定めるところ

による。 

 （１） 副会長  １名 

 （２） 班長    名 

 （３） 

 （４） 

 （５） 

 （６） 

２ 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会計を兼務する。ただし、「地縁による団体｣たる代表権は

行使できない。 

４ 班長は、慣例により各班からの輪番制とする。 

 

 第４章 総 会 

 

 （総会） 



第１２条 この会の最高意思決定期間は、総会とする。 

２ 総会は、次の各号に定める事項を決定する。 

 （１）この規約を変更し、又は、廃止すること。 

 （２）不動産及び不動産に関する権利等を取得し、又は、処分すること。 

 （３）前２号に定めるもののほか、会長が重要と認める事項。 

３ 総会は、会長が招集する。ただし、会長が第１０条第５項に定める理由に該当したと

きは、副会長が招集する。 

４ 総会は、第６条に定めるすべての個人が参加することができる。ただし、票決により

決する場合は、各世帯１票とする。 

 

 （班長会） 

第１３条 第１０条第４項及び前条第２項において総会を開く時間的余裕がないとき並び

に既に構成員の大多数が了承済みである案件を決定するとき又は定例的な案件を決定す

るときは、班長会において決定することができる。 

２ 班長会は、会長が招集する。ただし、会長が第１０条第５項に定める理由に該当した

ときは、副会長が招集できる。 

３ 特別な事情により会長、副会長ともに不在のときは、班長全員により班長会を開催す

ることができる。 

 

 （委員会） 

第１４条 会長は、会の事務事業の円滑かつ確実な実行を図るため、必要に応じて委員会

を設置することができる。 

２ 委員会は、委員長の下に各班からの委員により組織される。 

３ 委員は、慣例により各班からの輪番制とする。 

 

 第５章 資産及び会計 

 

 （会計） 

第１５条 この会の会計は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

 

 （資産） 

第１６条 この会が所有する資産は、別表に定める資産目録による。 

 

 第６章 雑 則 

 

 （委任） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。 

 

  付則 

１ この規約は、平成  年  月  日から施行する。 

２ 第１０条第２項及び第１１条第２項の規程にかかわらず、この規約の施行の際、現に



会長、役員及び連絡員である者の任期は、平成  年  月  日までとする。 


